
 

令和元年度第２回個人住民税検討会 

 

 

日時：令和元年８月９日(金)15：00～  

場所：総務省 ５階 共用５階会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

 

（１）グローバル社会における個人住民税のあり方 

 

（２）その他 

 

 

３ 閉 会 
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資料３ 井上豊島区区民部税務課長提出資料 



グローバル社会における

個人住民税のあり方

資料１



外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（平成30 年12 月25 日）（抄）

○ 地方入国管理官署における特定技能外国人の受入れに関する審査に当たっては、受入れ機関における納税義

務の履行状況を確認することとし、一定程度滞納がある受入れ機関については特定技能外国人の受入れを認めな

いこととするとともに、その受入れ後において、特定技能外国人からの在留資格変更許可申請や在留期間更新許可

申請の際に、受入れ機関の源泉所得税等の滞納状況を確認することとし、一定程度滞納がある受入れ機関に対して

は適切な指導等を行う。

また、納付すべき所得税や住民税を自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納がある特定技能外国人につ

いては、同人からの在留資格変更許可申請等を不許可とすることとし、関係機関に通報するなど必要な情報連携を

行うこととするほか、その他の在留資格を有する外国人についても、今後、同様の措置を講ずることを検討する。

〔法務省（国税庁、総務省）〕《施策番号95》

○ 受入れ機関は、特定技能１号外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了

時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援措置を講ず

ることとし、出入国在留管理庁（平成31 年４月発足）は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入

れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。〔法務

省〕《施策番号96》

○ 個人住民税の滞納対策として、給与支払者に徴収・納入をさせる特別徴収を促進することが必要との観点から、

地方公共団体と連携して、特別徴収の適切な実施のための事業者に対する周知を図る。

地方税に関しては、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴収する制度及び納税義

務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人の制度を「生活・就労ガイドブック（仮）」に記載すること等を

通じて、企業や納税義務者たる外国人に対する周知を図る。〔総務省〕《施策番号97》
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【参考】外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（社会保険部分抜粋）

○ 地方入国管理官署における外国人の在留資格変更・在留期間更新時や、ハローワークにおける求人受理時

等において、関係行政機関が連携を図ることにより、外国人雇用事業所や外国人の社会保険への加入促進に取

り組む。

このため、新たな在留資格による外国人について、特定技能外国人の受入れに関する審査に当たり、社会保

険制度上の義務の履行状況などを確認することとし、過去にその納付すべき社会保険料を一定程度滞納するな

どした受入れ機関については受入れを認めないこととする。また、上陸許可や在留資格変更許可等をした外国人

の身分事項や所属機関の情報及びその帯同家族の情報を法務省から厚生労働省等に提供し、関係機関にお

いて、当該情報を活用しながら所要の確認や適用、必要に応じた加入指導等を行うことにより、社会保険の加入

促進に取り組む。加えて、国民健康保険・国民年金については、保険料を一定程度滞納した者からの在留期間

更新許可申請や在留資格変更許可申請を不許可とする等の対策を講ずる。

上記の新たな在留資格における法務省から厚生労働省等への情報提供等や在留期間更新許可申請等に係る

取組については、その他の在留資格を有する外国人についても、今後、同様の措置を講ずることを検討する。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号93》
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特定技能外国人受入れに関する運用要領

（２）納税義務のほか公的義務の履行に関するもの

○ 納税義務がある場合には，当該義務を履行していることが求められ，納税義務を履行していない場合には消極的な要素とし

て評価されることとなります。例えば，納税義務不履行により刑に処せられている場合のみならず，納税義務を履行していない

ことが判明し，納税義務を履行するよう助言・指導されたにもかかわらず，引き続き納税義務を履行していない場合（ただし，

納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は納付受託）の適用を受けている場合を除く。）には消極的な要素として評価され

ることとなります。

○ 特定技能所属機関においても，雇入時の労働条件の明示や１号特定技能外国人支援計画の実施に当たっては，納税義

務や社会保険料の納付義務の履行について，特定技能外国人に十分に理解させることが求められます。

【確認対象の書類】

○ 地方税

・直近１年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書

・納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は納付受託）に係る通知書の写し

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は納付受託）の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合

平成31年３月に出入国管理庁（当時は、法務省入国管理局）が策定した特定技能外国人に受入れ

に関する運用要領には、

・ 特定技能外国人が納税義務を履行していない場合は、（在留資格変更許可申請又は在留期間

更新許可申請に対して）消極的な要素として評価される旨記載されるとともに、

・ 特定技能所属機関（特定技能外国人を雇用する者）についても、納税義務等を特定技能外国人

に十分理解させることが求められることが記載されている。

第４章 特定技能外国人に関する基準

第３節 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請時の取扱い（抜粋）
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出入国管理及び難民認定法（抄）
（在留期間の更新）
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
２ 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を

申請しなければならない。
３ 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる

相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
４ （略）

出入国管理及び難民認定法施行規則（抄）
（在留期間の更新）
第二十一条 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記

第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
２ 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の五の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方入国管理局長がその資料の一部又は
全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

３～６ （略）

※ その上で、別表第三の下欄には、多くの在留資格で「年間の収入及び納税額に関する証明書」が掲げられている。

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」（入国管理局） （抄）
在留資格の変更及び在留期間の更新は，入管法により，法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可すること

とされており，この相当の理由があるか否かの判断は，専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ，申請者の行おうとする活動，在留の
状況，在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ，この判断に当たっては，以下のような事項を考慮します。 ・・・３以下の
事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり・・・（以下略）

６ 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には，当該納税義務を履行していることが求められ，納税義務を履行していない場合には消極的な要素と

して評価されます。例えば，納税義務の不履行により刑を受けている場合は，納税義務を履行していないと判断されます。
なお，刑を受けていなくても，高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も，悪質なものについては同様に取り扱います。

【参考】在留期間の更新に当たって納税証明書が必要とされる根拠規定及びその考慮の程度
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生活・就労ガイドブック

２ 住民税

２－１ 住民税とは

住民税は，住んでいる都道府県と市町村に納める税金のことで，１月１日現在で日本に住所のある方は，住民税の対象となり

ます。

都道府県民税と市町村民税の２つを合わせたものを「住民税」といい，一括して市町村に納めます。

住民税は，住民に定額の負担を求めるもの（均等割）と前年の所得の額に応じて負担を求めるもの（所得割）などがあります。

所得割の税額の計算は所得税と同様の仕組みとなっています。

２－２ 住民税の納付

（１） 普通徴収

市町村が送付する納税通知書によって，年間の税金を４回に分けて納めます。

（２） 特別徴収

事業主（給与支払者）が，所得税の源泉徴収と同じように，従業員（納税者）に代わって，毎月従業員に支払う給与か

ら住民税を差し引いて納めます。

２－３ 日本から出国する場合

住民税は，前年の所得に対して，１月１日現在で住所のある市町村で課税されますので，年度の途中に日本から海外へ転出

しても，その年度の住民税は納める必要があります。日本から出国するまでの間，勤務先が支払う給与から住民税が徴収され

ていた場合には，最後の給与から未納分の税金を一括して徴収してもらう方法（一括徴収）があります。

また，日本から出国するまでに住民税を納めることができなかった場合は，出国する前に日本に住んでいる方を「納税管理人

（納税者に代わって税金を納める人）」として定めてお住まいの市町村に届け出てください。未納分の税金については，納税管

理人に通知されます。

日本で生活を始める外国人の方が、日本での円滑な生活を送るために生活全般に関する基礎的

な情報をとりまとめた「生活・就労ガイドブック」においても、出国した場合の個人住民税の徴収につ

いて明記されている。

第８章 税金（抜粋）
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令和元年８月９日
豊橋市 市⺠税課

グローバル社会における
個⼈住⺠税のあり⽅

令和元年度 第２回個⼈住⺠税検討会

009674
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資料２



１ 豊橋市の状況
(1) 豊橋市住⺠⼈⼝の推移

年月日 総人口 外国人 外国人割合 外国人1位 外国人２位 外国人３位 外国人４位 外国人５位

H31.1.1 377,303⼈ 17,219⼈ 4.7％ ブラジル
7,743⼈

フィリピン
3,511⼈

中国
1,476⼈

韓国朝鮮
1,336⼈

ベトナム
870⼈

H30.1.1 377,561⼈ 15,804⼈ 4.2％ ブラジル
6,955⼈

フィリピン
3,261⼈

韓国朝鮮
1,373⼈

中国
1,371⼈

ベトナム
728⼈

H29.1.1 378,018⼈ 14,738⼈ 3.9％ ブラジル
6,531⼈

フィリピン
2,947⼈

韓国朝鮮
1,416⼈

中国
1,378⼈

ペルー
701⼈

H28.1.1 378,485⼈ 14,079⼈ 3.7％ ブラジル
6,229⼈

フィリピン
2,759⼈

中国
1,467⼈

韓国朝鮮
1,434⼈

ペルー
706⼈

H20.1.1 385,137⼈ 20,428⼈ 5.3％ ブラジル
12,885⼈

韓国朝鮮
1,906⼈

フィリピン
1,758⼈

中国
1,548⼈

ペルー
1,016⼈
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１豊橋市の状況
(2) 平成30年度個⼈市⺠税 納税義務者・滞納者

科目 納税義務者 内外国人
納税義務者

外国人納税
義務者割合 収入率 滞納者 内外国人

滞納者
外国人

滞納者割合

現年課税分 208,062⼈ 7,220⼈ 3.5％ 98.7％ 4,781⼈ 996⼈ 20.8％

内普通徴収 53,855⼈ 2,877⼈ 5.3％ 94.3％ 4,781⼈ 996⼈ 20.8％

内年⾦特徴 26,364⼈ ̶ ̶ 100％ ̶ ̶ ̶

内特別徴収 127,844⼈ 4,343⼈ 3.4％ 99.9％ ̶ ̶ ̶

2

注）年度当初の外国⼈普通徴収2,221⼈、特別徴収4,999⼈



１豊橋市の状況
(3) 平成30年度個⼈住⺠税 公⽰送達・執⾏停⽌

項 目 全件数 内外国人件数 全件数に占める
外国人割合

外国人の
国外転出者

外国人に占める
国外転出者割合

公示送達 465⼈ 197⼈ 42.4％ 104⼈ 52.8％

執行停止
（現年分） 123⼈ 67⼈ 54.5％ 60⼈ 90.0％

執行停止
（過年分） 896⼈ 181⼈ 20.2％ 68⼈ 37.6％
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２特別徴収のさらなる推進

(1) 愛知県個⼈住⺠税特別徴収推進協議会
個⼈住⺠税の特別徴収推進強化「あいち２０１２」宣⾔（平成24年９月28日）
① 特別徴収を実施していない事業主の方への勧奨…県職員により継続中

平成24年度〜平成30年度の勧奨実績 12,839件
② 法⼈会・税理士会などの関係団体への依頼活動…事務局及び県推進員により実施
③ 特別徴収を実施していない事業主の方への地方税に定められた特別徴収税額の通知

…市町村により異なる（通知済・段階的実施中・実施予定有など）
④ ホームページ・広報誌などによる広報活動…概ね実施済
⑤ その他、特別徴収の推進施策の検討

愛知県特徴率 24年度76.05％ 29年度83.63％ 30年度84.14％
全国特徴率 24年度72.8％ 29年度83.2％
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２特別徴収のさらなる推進
(2) オール東三河特別徴収徹底宣⾔！ 〜住⺠税は給与からの天引きで〜 （参考資料）

平成27年６月30日、東三河８市町村（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、
設楽町、東栄町、豊根村）合同で、市政記者（16社）に対して報道発表

東三河特徴率 24年度68.98％ 29年度84.33％ 30年度84.35％
豊橋市特徴率 24年度71.17％ 29年度83.37％ 30年度83.58％

豊橋市の普通徴収から特別徴収へ切替に向けての取組
① 特別徴収未実施の事業所に対してお知らせや電話での協力要請
② eLTAXチラシ及び特徴推進チラシを年末調整説明会等で配布及び送付（参考資料）
③ 切替理由の記載がない給与支払報告書は特別徴収
④ 普通徴収切替理由書等の様式の統一
⑤ 電子納税の案内
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３在留中の納税の実効性確保

(1) 納税通知書の送付
① 確定申告受付支援

豊橋市国際交流協会共催・東海税理士会豊橋支部の協力のもと、毎年２月上旬の
日曜日に外国⼈のための無料相談申告受付を開催

② 普通徴収納税通知書（参考資料）
納税通知書送付時に、ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語の４か国語のチラ
シ「市⺠税・県⺠税の納税について（支払方法、時期、出国の場合）」を同封

③ かんたんな税⾦のしおり（参考資料）
やさしい日本語版・ポルトガル語・スペイン語・英語・タガログ語をホームページ
と冊子を窓⼝に配置
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３在留中の納税の実効性確保

(2) 滞納者納税相談
① 通訳者の確保

納税課…ポルトガル語通訳１名 嘱託職員
多文化共生国際課…英語、ポルトガル語、タガログ語各１名 嘱託職員
全庁取組…外国語会話ができる職員の登録

② 多⾔語の催告書送付…英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語
③ 在留期間を意識した催告

催告書にビザ更新時に納税証明が必要と記載
④ 外国⼈受入企業、技能研修生受入団体との連携

多文化共生国際課・市⺠税課・納税課共同で帰国前に納税の必要性を説明
⑤ 外国⼈協会や団体と連携した啓発

協会等の協力で、SNSに休日納税相談日を発信
7



３在留中の納税の実効性確保
(3) 転入・転出

① 転入届出時
案内文書…「所得・納税証明の必要な方は、１月１日現在で住⺠登録していた市

区町村役場の税務担当課へお尋ねください。」
② 転出届出時

案内文書…市税・国⺠健康保険税⼜は、その他の利⽤料等に未納のある方（未納
があるかもしれない方）
「納付⼜は納税相談（未納の有無の確認）をしてください。」

※国外転出の場合、現状では転出届を提出しないで出国してしまい、後日、法務省
からの通知により、国外転出扱いとしている。

8



３在留中の納税の実効性確保
(4) 中⻑期在留者

① 特別徴収 法321の５②ただし書
給与所得者が６月１日から12月31日までの間に退職等によって給与の支払いを受け
ないこととなった場合で、その給与所得者に対して翌年の５月31日までの間に支払
われる予定の給与⼜は退職手当等が退職した月の翌月以降に徴収されるべき月割額
に相当する⾦額を超え、給与所得者から給与支払者に申出があったときは、未納分
の月割額の全額をその給与⼜は退職手当等から一度に徴収しなければならない。

豊橋市…静岡県⾃動⾞組⽴部品事業所（中⻑期在留者：主にブラジル⼈）
ただし書を準⽤して、徴収可能月まで徴収納付してもらっている。
普通徴収分の納付負担軽減につながる。
平成30年異動届出書47件 内12件について一部徴収（予定納税）

最近の傾向…入局管理局ビザ更新手続き時に、納税確認が強化されてきた。
9



３在留中の納税の実効性確保
(5) 短期在留者

① 普通徴収
技能実習制度（短期在留者）が従事している業務
・個⼈経営農業…中国⼈、ベトナム⼈
・工事製造業等…タイ⼈、インドネシア⼈、フィリピン⼈、中国⼈、ベトナム⼈

※中国⼈の技能実習生は、租税条約により非課税となっている。

豊橋市…農業実習生は普通徴収
製造実習生は特別徴収、しかし、実習期間満了による退職後は普通徴収

◎技能実習生は期間満了とともに住⺠登録の手続き未届出まま帰国してしま
う。また、在留期間を税システムで管理していないこともあり、接触機会
がない上に、差押財産もないため徴収不可として執行停止処分をしている。

10



４前年所得課税主義と現年度課税化
《あくまでも私見であることを御了承ください》

(1) 前年所得課税主義…指定技能の新設による外国⼈就労者増加に伴う収納対策
① 特徴一括徴収の強化（法321の５②ただし書の改正）⼜は繰上徴収（法13の２）

年末までに帰国退職する場合は、特別徴収義務者に一括徴収を義務化する。
② 納税証明書の添付（入管法の改正）

出国時（一時帰国を含む。）に納税証明書の提出⼜は提示を義務化する。
③ 準申告制度の設⽴（所得税申告に準ずる新設）

１月２日以降の退職帰国者に対する新年度課税分の申告納税を義務化する。
※個⼈住⺠税の例外…退職所得の課税の特例（法328）

④ 納税管理⼈指定（法300①②の改正）
確定申告の納税管理⼈を職権指定する。また、新年度分納付完了まで解除を認めない。
（例) 豊橋市…還付⾦額受領後に、「連絡不通のため」として解除届が提出される。

⑤ みなし納税管理⼈（総則⼜は市町村⺠税の新設）
短期在留資格の技能実習生等の雇⽤主に納税義務の継承を義務化する。

11



４前年所得課税主義と現年度課税化
(2) 現年度課税化
① 所得税方式と市町村清算方式

収入率向上ととともに昨今の働き方改革による業務内容の簡略化を目指すため、AI、
RPA等を駆使して新たな課税体系を作り出すとともに、賦課期日の定義の見直しを含め、
マイナンバーカードと市区町村コードによる納付方法が可能となる納税システムを発展
させるなど特別徴収義務者、納税者及び住⺠税課税従事者の負担軽減と、住⺠にわかり
やすい地方税法に改正することが望ましい。

◎所得税、個⼈住⺠税、⾃治体による差異等…均等割と所得割による税額決定、減免制度、
住登外課税制度、納期の特例、所得税申告義務を要さない所得への賦課、所得税と異な
る所得控除、所得税と異なる所得申告（株式配当、株式譲渡等）、非課税の範囲（総務
省令で定める率）、超過課税⾃治体と所得割税率（指定都市）など

12
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 給与支払報告書提出時の留意点（お願い） 

 
 
 

 

 
 

◆ 総括表の納税者情報には利用届出の基本情報を使用し、正確に入力してください。 

 

◆ 受給者のカナ氏名は、カナは半角、氏名は全角で入力し、氏と名の間にそれぞれ１文字分

のスペースを空けてください。 

   【 誤った入力例 】                    【 正しい入力例 】 
 ﾄﾖﾊｼﾀﾛｳ                       ﾄﾖﾊｼ ﾀﾛｳ 

豊橋太郎                      豊橋? 太郎 
 

 ﾄﾖﾊｼ   ﾀﾛｳ 
  豊橋□□太郎                    ※? は、１文字（カナは半角、 

氏名は全角）を表します。                            
 ﾄ ﾖ ﾊ ｼ ﾀ ﾛ ｳ 

  豊? 橋? 太? 郎  
 

 

 

 

 

 
◆ 事業所指定番号（市町村によって異なります）を入力してください。 

※ 豊橋市の指定番号は「４から始まる８桁の番号」です。 

 

◆ 普通徴収の表示が無いものは、すべて特別徴収となります。 

徴収区分の入力を忘れないようにしてください。 
 

 ※ 特別徴収ができない場合のみ、普通徴収にチェック（入力）し、普通徴収仕切紙に記載された 

「普Ａ」～「普Ｆ」の該当する記号を摘要欄に記載してください。 

 

※ 徴収区分の入力に誤りがあると、事業所様・ご本人（受給者）様への 

税額通知の遅れにつながりますのでご注意ください。 

 

 

 
 

 

 

 

ｅＬＴＡＸの利用時間 
８：３０～２４：００ 

（土日祝日、年末年始１２／２９～１／３は除く。） 

 

詳しい情報は、ホームページを 

ご覧ください。 

ｅＬＴＡＸについて 

http://www.eltax.jp/ 

マイナンバーについて（内閣府） 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 

 

電話によるお問い合わせは 

受付時間 ９：００～１７：００ 

（土日祝日、年末年始１２／２９～ 

１／３は除く。） 

０５７０－０８１４５９
ハ イ シ ン コ ク

 

（ヘルプデスク） 

０３－５５００－７０１０ 

（上記の番号がつながらない場合） 

豊橋市役所 

☆ このチラシの内容に関するお問合せ先 ☆ 

豊橋市役所 市民税課 個人市民税グループ 

?  ０５３２－５１－２２００ 

氏と名の間に空白がない。 

氏と名の間に空白が複数ある。 

カナ(氏名)の各文字間に空白がある。 

給与支払者の法人番号（個人事業主の場合は個人番号） 

および受給者、（源泉・特別）控除対象配偶者、扶養親族の 

マイナンバーの入力を忘れずにお願いします。 

 2018年10月 

電子納税サービスについて 
 

 

 

 

電子納税とは、ｅＬＴＡＸを利用し、市税の納付手続きを自宅やオフィスからインターネット

経由などで電子的に行うことができるサービスです。従来のように、納税のために金融機関の窓

口まで出向く必要がなくなります。 

 

豊橋市では、一部の税目（個人市民税・県民税（特別徴収分、退職所得）、法人市民税、事業

所税）で電子納税サービスを提供しています。 

利用可能な金融機関については、豊橋市ホームページにてご確認ください。 

 

 ☆  電 子 納 税 基 本 操 作 の 流 れ  ☆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人市民税・県民 

税（特別徴収分）の 

納付、法人市民税 

の見込み納付は② 

の方法で行います。 

平成 31（2019）年 10 月 1 日から地方税共通納税システムが稼働します。 
 

個人住民税（特別徴収分）などが複数の地方公共団体に対して、一度の操作で電子的に 

納税可能となります。 
※すべての地方公共団体へインターネットバンキングやダイレクト納付により納税が可能となる 

仕組みです。 

対象税目 ○事業所税 ○法人市民税 ○個人市民税・県民税（特別徴収分、退職所得） 

15
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豊島区役所
税務課長
井上 浩徳

豊島区の外国人住民税
の課題について

２０１９年８月９日（金）

009674
テキストボックス
資料３



○巨大ターミナル池袋
・ 一日乗降客258万人

・ サンシャイン60

○住と商のバランス
・ 商業地｢池袋｣、周辺は住宅地

・ 約50%はマンション世帯

○池袋モンパルナス
・ 小熊秀雄、熊谷守一、寺田政明らを
育てた、“芸術家が交流するまち”

○7大学など10万人が学ぶ
学習院大学／川村学園女子大学／

女子栄養大学／帝京平成大学／

東京音楽大学／大正大学／立教大学

・私学など、約130の教育機関

○ソメイヨシノ桜
発祥の地″駒込“

・江戸時代は園芸の土地

○おばあちゃんの原宿
巣鴨地蔵通り商店街

・ 年間850万人が訪れる

○国重要指定文化財
雑司が谷「鬼子母神」

・ 自由学園明日館、長崎富士塚

○23区・北西部に位置
○日本一の人口密度
○進む少子高齢化

○マンガの聖地「トキワ荘」
・ 手塚治虫、赤塚不二夫らが過ごした

アパート

・ 手塚治虫が住んだ「並木ハウス」

は現存

2

・面積…13.01㎢
（23区中18位）

・人口…290,422人
うち外国人29,636人

（令和元年7月1日時点）
・人口密度…22,323人/ｋ㎡

（日本一の高密都市）

豊島区の紹介

2
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億円

その他の基金（運用除く）

財政調整基金

特別区債残高

土地開発公社、としま未来文化財団（旧街づく

り公社）借入金を含めた残高

836億円の
マイナス

貯金36億円

借金872億円

貯金
420億円

借金
254億円

豊島区の財政状況の推移

平成12年度 平成29年度

職員数 2,899人 1,970人

人件費 282億円 219億円

人件費比率 32.6％ 19.0％

平成11年度決算 平成29年度決算

人口 24.8万人 29万人

区民一人当たり 借金33.6万円 貯金5.7万円

経常収支比率 99.5％ 79.8％

公債費比率 14.0％ 3.6％

平成11年
財政破綻寸前

徹底した行財政改革

○人件費削減
○施設の統廃合
○事業の見直し

25年度決算で
23年ぶりに貯金が
借金を上回る

29年度決算では
160億円貯金が
借金を上回る

財政健全化
3
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豊島区に走る衝撃！
１週間後には対策本部設置

世界を視野に置いたまちづくりの展開

ピンチをチャンスに！

人口減少社会への
豊島区の挑戦

女性にやさしい
まちづくり 地方との共生

高齢化への

対応
日本の推進力

対策の４つの柱

平成２６年５月８日
日本創成会議による発表

23区で唯一「消滅可能性都市」

全国の1,718自治体のうち、896の自治体が
「消滅可能性都市」に

消滅可能性都市から持続発展都市へ



立教大学

豊島清掃工場

サンシャインシティ

朋有小学
校

東京音楽大学

文京高校

新庁舎

西池袋公園

●自由学園
明日館

東池袋公園

日出町第二公
園

日出町公園

南池袋公園

池袋駅

平成27年7月指定
特定都市再生緊急整備地域

Ｂ地区

東池袋5丁目地区
（平成29年工事着手）

■造幣局跡地の新公園
（平成31年度末 防災公園開園予定）

■南池袋公園
（平成28年4月リニューアル）

■ハレザ池袋 2020年夏グランドオープン ８つの劇場が誕生

年間1000万人を集客する「国際アート・カルチャー都市」のシンボル
（平成31年4月末 新ホール棟竣工、平成32年7月 オフィス棟を含むグランドオープン）

●国家戦略民間都市再生

事業認定（平成28年度）

造幣局跡地
防災公園

帝京平成大
学

■西武鉄道池袋ビル計画
（平成31年春竣工予定）
●民間都市再生事業計画認定

池袋駅西口地区
（平成27年12月準備組合設立）

池袋西口公園

●国指定重要文化
財

鬼子母神堂

南池袋小学
校

法明寺

ホテル
メトロポリタン

総合体育
場

雑司ヶ谷霊園

エコミューゼタウン
センタースクエア

豊島の森

東池袋中央公
園

東池袋4丁目
2番街区

西武鉄道
池袋ビル

池袋駅前公園

にぎわい
機能誘導

■池袋駅西口地区
(市街地再開発事業)

平成27年12月 準備組合設立
平成30年度 都市計画決定予定
●国家戦略都市計画建築物等
整備事業予定

■東池袋5丁目地区
市街地再開発事業

（平成29年度 工事着手）

■東池袋4丁目２番街区
市街地再開発事業

（平成29年3月 都市計画決定）

■豊島区新庁舎
（平成27年３月竣
工）

国家戦略
都市再生
プロジェクト

ビックリガード
上空デッキ

■ビックリガード上空デッキ
（平成31年秋竣工予定）
約616㎡、幅22m×長28m
西武ビルデッキと合わせて約2,000
㎡

●アニメイト

交通広場

交通広場

’
●ニコニコ本社

南池袋2丁目Ｃ地区
（平成28年3月
準備組合設立）

中池袋公
園

●あうるすぽっと
●ライズシティ池袋

●アウルタワー

●東池袋1丁目
シネマコンプレックスプロジェク

ト

駅前広場
再整備計画

17,000㎡
2020年オープ

ン

※開発イメー
ジ

藤久ビル
東五号館

（平成29年6月竣工）

ルミネ

2019年リニューア
ル

■南池袋2丁目C地区
(市街地再開発事業)

（平成29年2月 国家戦略都市再生プロジェクト)
（平成29年度 都市計画決定予定）

国家戦略
都市再生
プロジェクト

大学誘致

約10,000㎡
平成29年公

募

東池袋1丁目地区 約0.9ha
（平成29年3月準備組合設立）

Hareza(ハレザ)池袋
（庁舎跡地開発）

●新ホール、ライブ劇場

●新区民セン
ター

●オフィスタワー
東宝シネマズ池袋

■池袋西口公園
西口の「アト・カル都市」のシンボルとして本格的な劇場空間へ！

■LRT実現に向けた電気バスの導入

平成31年度
運行開始予定

池袋・新庁舎を起点として、区内各地域
を回遊する新・移動手段

工業デザイナーの水戸岡鋭治
先生にトータルデザインを依頼

※東京芸術劇
場

防災公園側から見た東京国際大学

※野外劇場の整備イメー
ジ

（平成31年秋リニューアルオープン）

5

国際アート・カルチャー都市構想
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【多方向の対話の場の構築】

住民、企業、行政など、様々な立場が一
堂に会し、「こんなまちにしたい」を実
現するための会議として開催。フュー
チャーセッション型のワークショップを
行い、10のプロジェクトが誕生

“トイレは街の顔”
公園トイレ85か所を３年で改修していくなか
で、若手アーティストとのコラボや住民参加に
よる地域特性を活かしたアートトイレを展開

【公民連携による
分野横断的な事業展開】

企業と連携し、女性や子育て世代・働く世代を
メインターゲットにお互いのノウハウや人材な
どのリソースを活用した事業や企画を展開

「わたしらしく、暮らせるまち。」主なプロジェクト
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■消滅可能性都市の指摘を受けた
平成26年から４年間で15,000人増

豊島区 人口２９万人突破

（各年１月１日現在）

■そして、平成30年７月５日
人口は２９０，０２４人に

7

人口の推移
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■外国人人口は右肩上がり

外国人住民数

（各年１月１日現在：人）
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納税義務者 区民税収入

文化によるまちづくりの成果

■納税義務者

■区民税収入

消滅可能性都市の指摘を受けた
平成26年から５年間で

※区民税収入については、２９年度までは決算額、３０・３１年度は予算額
※納税義務者については、平成２９年度までは決算額、３０年度は決算見込みベース、３１年度は当初予算ベース

納税義務者数と区民税収入の推移
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豊島区の対策①

課税通知書には英語、ベトナム語、ネパール語、
ミャンマー語を記載。中に黄色い目立つ用紙を同封
し、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール
語、ミャンマー語で期限内に納税するよう注意喚起

はじめて日本に住むかた向けに、住民税の申
告、計算方法、納税管理人、租税条約、課税・
納税証明書、住民税の納付などについて、やさ
しい日本語で紹介
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中国語対応の相談員を配置し、滞納抑制
を図ってきた。昨年途中よりベトナム語
対応相談員を活用開始（税務・国保）

豊島区の対策②

催告慣れが起きないよう毎回デザインを
変えるとともに、豊島区の特性に合わせ
ベトナム、ネパール、ミャンマー語での
案内も記載

中国語、英語、韓国語、ベトナム語、ネ
パール語、ミャンマー語など12か国語に
対応するタブレット端末により多言語に
よる相談業務を開始
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英語、中国語、ベトナム語、ネパール
語、ミャンマー語に訳したチラシを作
製。区内の日本語学校等に配布し、日本
の税制度を周知を図っている

豊島区の対策③

SMS（ショートメッセー
ジサービス）は、一度に
多くの対象者に配信でき
ることから、事務負担が
小さく、コストの大幅な
削減が図れる、新たな納
付勧奨手段として活用。
今年度は外国人滞納対策
として、英語による配信
を実施



13

豊島区の対策④

課税と滞納整理用に、中国語と英語版を作成。それ
ぞれ約４０フレーズほどあり、窓口で活用

トイレの流し方

  おす と ながれます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語：Push and Clean 

中国：请按此按钮 冲水 

韓国：누르면 흘리는 

タイ： 

ベトナム： 

ミャンマー： 
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豊島区の対策⑤
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豊島区の対策⑥

来日したばかりの外国人留学生
に対して、住民税・国民健康保
険料等の生活のルールを周知す
るための動画を作成。豊島区
ホームページ以外にもYouTube
でも配信
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課題まとめ

１ 外国人住民の増加 豊島区民の１０．２％が外国人
２ 留学生が多く、翌年課税時に特別徴収できない
３ 納税管理人制度が浸透しない
４ 翌年課税のため、帰国時点での納付が難しい
５ 住民税制度の無い国からの入国者には、住民税の理解が得られない

今後、どうしていくか？
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おわり

ご清聴ありがとうございました。




